
Ⅲ バイオマス利用技術の現状とロードマップ

バイオマスとは、動植物由来の有機性資源で化石資源を除いたものであるが、家畜排せつ物、下水汚泥、食品廃棄物等の廃棄物系、稲わら等の農作物非食用
部、間伐材等の未利用系、ソルガム等の資源作物、藻類など多種多様なものがある。そして、これらのバイオマスを私たちの生活に役立つように活用するため
には、熱、ガス、燃料、化学品等に変換するための技術（以下「バイオマス利用技術」という。）が必要となる。バイオマス利用技術には、直接燃焼などの単
純なものから糖化・発酵、ガス化・再合成などの高度なものまで様々なものがあり、その技術の到達レベルも、基礎研究段階のもの、基礎研究を終え実証段階
にあるもの、既に実用化されているものなど様々である。

このため、バイオマス利用技術の到達レベル、技術的な課題及び実用化の見通しについて、関係省庁・研究機関・企業による横断的な評価を行い、平成24年9
月に「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」（以下、「技術ロードマップ」という。)が決定され、これまで2回の見直しを行った。技術の到達レ
ベルは、現状(2019年)、概ね５年後(2024年頃)、概ね10年後(2029年頃)、概ね20年後(2039年頃)のタイムフレームの中で技術開発の進展状況を踏まえ、研究、実
証、実用化の３段階で評価した。なお、実用化とは、技術的な観点からの評価であり、事業化のためには原料調達、販路等を含む事業環境の整備や製造等に要
するコストを勘案し事業性を確保する必要がある。
また、「みどりの食料システム戦略」で位置づけられているバイオマス関連技術についても、技術ロードマップに記載している（※表中で技術番号欄に◇を

記載）。

関係省庁・研究機関・企業は、この技術ロードマップを産学官共通の技術評価のプラットホームとして、研究段階にある技術は研究開発を重点的に行う、技
術開発の進展状況に応じてラボレベル、ベンチレベル、パイロットレベルのように段階的にスケールアップしながら研究・実証を進める、実証を終え実用化さ
れた技術は事業化に活用するなど、限られた人的・資金的リソースを効率的に活用していく必要がある。
この技術ロードマップは、概ね２年ごとに技術開発の進展状況等を勘案したうえで、必要があるとみとめるときは、見直しを行うこととしている。

（「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」（令和４年９月６日バイオマス活用推進会議）より抜粋）



農林水産省 大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

技術ロードマップのポイント

○ 新規追加した技術 23件、 更新・見直した技術 23件、変更なし 24件
○ 実用化、実証、研究の技術レベル毎に一覧表で技術を整理
○ 活用事例が多い又は、今後、更なる活用が見込まれる等の主要な技術の課題について、対策の検討状況や進捗状況を整理

Ⅲー１．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（概要）
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○ 平成24年９月、「バイオマス事業化戦略」と併せて決定された「バイオマス利用技術の現状とロードマップについて」 （以下、「技
術ロードマップ」という。）について、関係府省、国立研究開発法人等からの情報を基に見直を行い、新たな技術ロードマップは令和
４年９月に決定。

○ バイオマスの利用技術の到達レベルを一覧性をもって俯瞰して見ることができる技術ロードマップを産学官共通のプラットホームとし
て、技術開発の進展状況に応じ、効率的かつ効果的に研究・実証を進め、実用化段階にある技術は事業化に活用。

新規追加された技術事例



農林水産省 大臣官房／Minister’s Secretariat. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

Ⅲー２．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（整理表）
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各到達レベルにあるバイオマスの利用技術（技術レベル単位の整理表）
技術レベル 原 料 製造物（技術番号※） 備 考

１ 実用段階

木質系、草本系 チップペレット（１）、熱・電気（６）、ガス・熱・電気（29）
家畜排せつ物 熱・電気（６）、ガス・熱・電気（25）

下水汚泥 熱・電気（６）、固形燃料・スラリー燃料・バイオコークス（10）、固形燃料（20）、水素（22）、ガス・熱・電気（25）、
下水汚泥肥料（30）

食品廃棄物 熱・電気（６）、ガス・熱・電気（25）
廃食用油、油糧作物 バイオディーゼル燃料（BDF,H-FAME）（16）
セルロースナノファイバー 塗料（52）

２ 実証段階

木質系、草本系 チップペレット（３）、熱・電気（８）、固形燃料・スラリー燃料・バイオコークス（11）、資源開発（57）、収集・運搬・保管（59）

食品廃棄物 燃料（バイオ重油）（４）、固形燃料等（21）、ガス・熱・電気（26）、収集・運搬・保管（60）

下水汚泥 電気（９）、固形燃料・スラリー燃料・バイオコークス（11）、固形燃料等（21）、ガス・熱・電気（26）、収集・運搬・保管（61）

家畜排せつ物 ガス・熱・電気（26）
糖質・澱粉質 バイオプラスチック素材（41）
セルロースナノファイバー バイオプラスチック素材（50、51）

３ 研究・実証

木質系、草本系
チップペレット（２）、バイオ炭（５）、熱・電気（７）、ガス・熱・電気（13、14、18）、液体燃料（メタノール、ジェット燃料等）（15）
液体燃料（バイオオイル・BDF等）・化学品（17）、飼料・肥料（19）、エタノール・化学品（33、34、35）、飲料用エタノール（36）
バイオマス由来物質を基点に多様な化学品・エネルギーを生産（54、55）、資源開発（56、58）

下水汚泥 活性炭代替製品、土壌改良材（12）、ガス・熱・電気（13、18、27）、飼料・肥料（19）、液肥（28）

食品廃棄物 ガス・熱・電気（18、27、31）、飼料・肥料（19）、液肥（28）、エタノール・化学品（32）
家畜排せつ物 ガス・熱・電気（18、27）、飼料・肥料（19）、メタノール・ギ酸（24）、液肥（28）
廃食用油 ジェット燃料（23）

糖質・澱粉質 ガス・熱・電気（30）、バイオプラスチック素材（42、43）、バイオマス由来物質を基点に多様な化学品・エネルギーを生産（54、55）

第２世代バイオエタノール ジェット燃料（37）
微細藻類、大型藻類 液体燃料（38、39）、バイオプラスチック素材（40）
リグニン・リグニンセルロース系 バイオプラスチック素材（44、45、46）
セルロースナノファイバー バイオプラスチック素材（47、48、49）
農業副産物/残渣 機能性食品/医薬原料/バイオプラスチック（53）

赤字は実用化（一部実証）、青字は実証（一部実用化）、紫字は研究・実証（一部実用化）、緑字は研究段階（一部実証）
（※）は、バイオマス利用技術の現状とロードマップの技術毎の番号
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（１）
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※技術レベルの「現状」が「実用化」段階にある場合に記載
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（２）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（３）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（４）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（５）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（６）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（７）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（８）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（９）
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Ⅲー３．「バイオマス利用技術の現状とロードマップ」（１０）
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